
 

 

令和５年第５回 入間市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 令和５年５月２５日（木） 開会 午前１０時１２分 

２．開催場所 入間市庁舎 ＡＢ棟 ４階 大会議室 

３．出席委員（１１人） 

   会長     １２番 中島敦夫 

   会長代理    ４番 久保田勝 

   委員      １番 友野秀一    ２番 平塚尚吾    ３番 𠮷川光彦 

    ５番 池谷昭二    ６番 田嶋正明    ７番 増田恒治 

    ９番 加藤敏夫   １０番 中島伸吉   １１番 宮岡幸江 

４．欠席委員（ １人） 

８番 法師 励 

５．早退委員（ ０人） 

６．議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名  ２番 平塚尚吾   ４番 久保田勝 

  第２ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請の意見具申について 

議案第３号 農用地利用集積計画の策定に係る農業委員会の意見決定について 

議案第４号 入間農業振興地域計画変更に係る農業委員会の意見について 

議案第５号 入間市農業委員会の最適化活動の目標に対する点検・評価について 

議案第６号 入間市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任について 

報告第１号 農地法第３条の３の規定による届出について 

報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について 

７．農地利用最適化推進委員 

山畑義行      堀井正信      太間雅嗣 

野村雅紀      豊泉 隆      岩田孝三郎 

中村郁夫      中村義男      清水裕司 

宮岡康光 

８．農業委員会事務局職員 



 

 

     事務局長   岩﨑 聡 

     主  幹   河西 多郎 

     主  事   中島 健人 

９．その他の出席者 

     農業振興課課長   吉野 博明 

     農業振興課主幹   新 宜之 

     農業振興課主任   酒井 大 

     農業振興課主事補  山城 美結 



 

 

１０．会議の概要 

○議長 

    ただいまの出席は、農業委員１１名、農地利用最適化推進委員１０名であります。 

農業委員の出席が定足数に達しておりますので、これより第５回入間市農業委員会を開会

いたします。 

    欠席の届出は、８番、法師励委員です。 

会期についてお諮りいたします。会期は、本日１日としたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

    （異議なし。の声） 

○議長 

    ご異議ないものと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

    次に、議事録署名委員の指名を行います。 

    委員会会議規則第１３条第２項の規定により、２番、平塚尚吾委員、４番、久保田勝委員、

以上２名を指名いたします。 

    本日の付議議案は、お手元に配付してあるとおりです。 

  なお、議事参与の制限の規定により、議案第６号につきましては、推進委員の選任を議案

といたしますので、全推進委員に対し、当該事案の審議開始から終了まで退席をさせていた

だくことになります。 

    それでは、議事に入ります。 

    議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といたします。 

    本議案は、各担当委員による議案書の読み上げは、一部省略し、案件の番号、当事者・

受人の氏名、筆数、面積、申請理由、摘要のみを、読み上げるよう願います。 

  それでは、１番を議題といたします。 

  担当３番、𠮷川光彦委員、説明を願います。 

○農業委員３番（𠮷川光彦君） 

    ３番、𠮷川です。議案第１号、１番についてご説明申し上げます。なお、読み上げについ

ては、一部省略をいたします。 

  １番、譲受人、○○○。筆数、３筆。合計面積、１，９７３平方メートル。申請理由、受

人は農業を新たに行うべく申請する。渡人は要望に応じる。摘要、自、０アール。 



 

 

５月２１日に中村義男推進委員と、耕作状況等を確認してきました。 

土地の所在でありますが、○○○○○○○の南側に位置する○○○で、みかんと柿の作付

けを予定しているとのことであります。特に土地の南側は、かなりのきつい傾斜になってい

ます。 

電話でお尋ねしたところ、譲受人の○○○は、○○○○を○○○ほどの経験を積んでいる

ということで、そのきつい傾斜の南側については、ひな壇を造成して、果樹の植えつけをし

たいと、こんなお話をされていました。 

農機具は○○○○、○○○○さんから軽トラック、耕運機を借用し、噴霧器や刈払機等は

購入の予定ということであります。 

現地に行って傾斜を確認してみたら、相当なものでありましたので、重機が使えるという

電話の話を受けて、この案件、特段の問題はないかなというふうに感じました。よろしくご

審議お願いいたします。 

○議長 

    ありがとうございました。 

    次に、中村義男委員、宮寺・二本木地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございまし

たらお願いいたします。 

○農地利用最適化推進委員（中村義男君） 

    推進委員の中村です。𠮷川委員さんの説明の通り、数年後には立派な果樹園になるんじゃ

ないかなと思われます。よろしくお願いします。 

○議長 

    ありがとうございました。 

  続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。 

○事務局 

  それではご説明いたします。 

    議案第１号の１番は、農業を新たに行うための農地の取得でございます。 

農地法第３条の許可検討事項について説明いたします。 

𠮷川委員よりご説明いただきましたとおり、申請地を耕作できる状況にあると判断されま

す。また、申請人の耕作従事日数は、１５０日以上であり、申請地を含めた耕作面積は、１

９アールとなります。 



 

 

申請地の耕作状況は、現在、特に作付けされておりませんが、許可後は、樹園地として利

用する計画であり、周辺農地への影響もないと思われます。 

   以上、農地法第３条第２項に定める不許可事項には該当しないことをご報告申し上げます。 

○議長 

    担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 

    （ありません。の声） 

○議長 

    なければ質疑を終わり、採決いたします。許可することに賛成の方は挙手を願います。 

    （全員挙手） 

○議長 

    全員賛成でございます。本件は、許可申請であり、許可することに決定いたしました。 

次に、２番を議題といたします。 

担当８番、法師励委員ですが、所用にて欠席のため、代読資料の読み上げを事務局にてお

願いいたします。 

○事務局 

    事務局の河西でございます。担当、法師委員が本日欠席でございますので、説明資料を法

師委員からお預かりしておりますので、代読させていただきます。 

    ２番、譲受人、○○○○。筆数、４筆。合計面積、１０，１９６平方メートル。申請理由、

受人は農業経営の規模拡大を図るべく申請する。渡人は要望に応じる。摘要、自、１４８ア

ール。 

５月２１日に野村推進委員と別々に耕作状況等を確認してきました。また本人から電話に

て話を伺いました。現地の方につきましては案内図の通りです、今回の議案第２号４番の○

○○○さんの南側の○○○等が今回の申請地となっております。 

譲受人である○○さんは、農業法人である、○○○○○の代表であり、また本人自身も製

茶農家でございます。 

農機具につきましては、普通トラック１台、軽トラック１台、乗用適採機１台、乗用防除

機１台などを所有しておりますが、本申請地は野菜畑として利用する予定のため、新たにレ

ンタルによりトラクター１台と軽トラック１台を用意する予定となっております。 

今回の申請地について、現在野菜畑などとして利用しておりますが、今後は野菜畑並びに



 

 

果樹園として利用する計画となっております。また今回の申請に際し、新たに野菜栽培の経

験者を常勤で２名、臨時で１名雇用する計画となっており、今後の耕作に支障ないものと考

えられます。ご審議の程、宜しくお願いします。 

と、原稿を読み上げさせて頂きました。以上でございます。 

○議長 

    ありがとうございました。 

    次に、野村雅紀委員、金子地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願

いします。 

○農地利用最適化推進委員（野村雅紀君） 

    推進委員の野村です。ただいま河西さんからご説明があった通りで、何ら問題ないかと思

います。よろしくお願いします。 

○議長 

    ありがとうございました。 

  続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。 

○事務局 

  それではご説明申し上げます。 

  議案第１号の２番は、農業経営規模拡大のための農地の取得でございます。 

農地法第３条の許可検討事項につきまして説明いたします。 

事務局代読により説明しました通り、申請地を耕作できる状況にあると判断されます。

また、申請人の耕作従事日数は、１５０日以上であり、申請地を含めた耕作面積は、２５

０アールとなります。 

申請地の耕作状況は、現在、野菜畑として利用しておりますが、許可後は野菜畑並びに

果樹園として利用する計画であり、周辺農地への影響もないと思われます。 

   以上、農地法第３条第２項に定める不許可事項には該当しないことをご報告申し上げま

す。 

○議長 

    担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 

    （ありません。の声） 

○議長 



 

 

    なければ質疑を終わり、採決いたします。許可することに賛成の方は挙手を願います。 

    （全員挙手） 

○議長 

    全員賛成でございます。本件は、許可申請であり、許可することに決定いたしました。 

  続いて、議案第２号農地法第５条の規定による許可申請の意見具申について、を議題とい

たします。 

本議案は、各担当委員による議案書の読み上げは、一部省略し、案件の番号、当事者・受

人の氏名、筆数、面積、申請理由、摘要のみを読み上げるよう願います。 

それでは、１番を議題といたします。 

    担当４番、久保田勝委員、説明を願います。 

○農業委員４番（久保田勝君） 

    ４番、久保田です。 

    １番についてご説明申し上げます。 

    譲受人、株式会社○○○○。２筆。合計面積、２５０平方メートル。申請理由、受人は

○○○○○○○○を営んでいるが、荷物積降場所が手狭であり、歩道の安全確保及び業務

効率改善のため、隣地への荷物積降場所を拡張すべく申請する。摘要、荷物積降場所、敷

地拡張。 

    理由書を抜粋して読み上げます。 

  弊社は、店舗・倉庫・事務所建設の事業所を構え、○○○○○○○○○○○○の○○○を

営んでおります。会社の目的は、○○○○○を仕入れ、○○○○○○、○○○○○○○○○

○○への卸売りを主な業務としております。資材の納入業者、直接購入客等、事業所への来

客数は一日５０人程度。加えて弊社から客先への納品配送のための資材の積み下ろし等の機

会も一日５０回程度あります。 

弊社は配送用車両、３トントラック３台、２トントラック２台、軽トラック１台を保有し、

一日フル活動で配送業務を行っております。 

一方弊社事業所の現況は、事業所建物と道路との間の荷物積み下ろしスペースはわずかで、

積み下ろし作業を行うトラック１台を停車するのが精一杯です。配送、来客が重なってしま

うと、駐車余地もないことから、道路上で待機したり、しばらく回遊してもらい時間を調整

しているのが現状です。 



 

 

さらに当該歩道が通学路に指定されており、登下校時間には荷物の積み下ろし作業をして

いるトラックの近くを、小学生、一般歩行者が通行すると危険な状態が発生しています。 

  そこで弊社敷地の北側に隣接している土地が最適かつ、ほかに代わる土地がないことから、

申請地を配送車両の入手資材の積み下ろしスペースとして利用することについて、土地所有

者に相談したところ、承諾が得られたので今回の申請に至りました。 

  申請地を配送車両の入手資材の積み下ろしスペースとして利用するにあたり、隣接する農

地との境界にはコンクリートブロック等を施し、雨水の流出防止に努めます。また敷地内は

コンクリート敷き、アスファルト敷きとし、車両の荷重に耐えられるよう整備いたしますが、

雨水浸透桝を設置し、雨水の敷地内浸透に努めます。 

  ということで、５月１９日に申請地の状況等を確認してきました。 

  申請地は、○○○○○○○○○○○○○○の少し西側になります。理由書にもありました

が、隣接する農地との境界にはコンクリートブロック塀を設備し、及び雨水浸透桝の設置の

計画になっており、隣接する農地、権利者の同意書も添付されております。 

  付近外農地への影響も少なく特に問題はないかと思われますが、よろしくご審議くださる

ようお願いいたします。以上です。 

○議長 

ありがとうございました。 

次に、堀井正信委員、東金子地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお

願いいたします。 

○農地利用最適化推進委員（堀井正信君） 

推進委員の堀井です。久保田委員が申し上げました通り、何ら問題ないかと思います。よ

ろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

○議長 

ありがとうございました。 

続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。 

○事務局 

  それではご説明申し上げます。 

  議案第２号１番については、○○○○○○○○を営んでいる譲受人が、荷物積降場所が手

狭となり、歩道の安全確保及び業務効率改善のため、新たに荷物積降場所を設置するための



 

 

農地転用許可申請です。 

申請地は、農用地区域内であったため、令和４年１１月の農業委員会において、農業振興

地域整備計画の変更の意見について審議し、「意見なし」と市へ回答いたしました。その後、

令和５年４月２６日付で、農用地区域から除外されております。 

都市計画法に関しては、建築物を建てる計画ではないため、開発許可等は必要ありません。 

続きまして、農地法第５条許可申請における許可検討事項について説明します。 

申請地の農地の種別について確認したところ、周辺の公共施設の状況から第３種農地には該

当しません。また、農地の集団性は、１０ヘクタールを超える集団農地ではないことから、

第２種農地に該当します。 

   これらのことを踏まえ、立地基準となる第２種農地の不許可の例外については、「申請に係

る農地に代えて周辺の土地を供することにより当該申請にかかる事業の目的を達成すること

ができると認められない」に合致します。 

次に、一般基準について予め事務局にて審査したところ、資金計画については、土地購入

費及び造成費を、○○○○○○で賄う計画となっており、○○○○○が添付されていること

から資金の調達については支障がないと判断できます。この他、一般基準についても全て合

致しております。 

つきましては、必要性が認められ、また周辺農地へ悪影響が無いものと判断されれば、許

可しえる状況であることを報告いたします。 

○議長 

  担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 

（ありません。の声） 

○議長 

    なければ質疑を終わり、採決いたします。許可することに賛成の方は挙手を願います。 

    （全員挙手） 

○議長 

    全員賛成でございます。本件は、許可申請の意見具申でありますので、許可相当として県

に進達いたします。 

  次に、２番を議題といたします。 

担当３番、𠮷川光彦委員、説明を願います。 



 

 

○農業委員３番（𠮷川光彦君） 

  ３番、𠮷川です。 

議案第２号の２番についてご説明申し上げます。読み上げについては一部省略をいたしま

す。 

  ２番、譲受人、○○○○○○○○○株式会社。筆数、１。２，１７８平方メートル。申請

理由、受人は、○○○を営んでいるが、借用中の貨物車両置場の再編に伴い駐車場が不足す

るため、駐車場を確保すべく申請する。摘要、駐車場。 

    理由書が出ておりますので、一部抜粋して読み上げます。 

  弊社は昭和６２年５月○○○にて○○○○○○○○○○○の許可を受け、○○○○を開始

し、平成２７年１２月○○○に移転し、現在に至っております。 

  令和５年に現在使用中の駐車場３ヶ所と、令和７年に○○○○○○敷地を契約満期によっ

て返却することを受け、駐車場整備計画の再検討をいたしました。 

  計画地の隣接地には現在使用中の駐車場があります。その隣接地に併設してある店舗も弊

社の所有であります。現在は貸店舗として賃貸していますが、令和７年以降は○○○○○と

して自己使用を予定しています。計画地を駐車場とし、確保できることによって、現在使用

中の駐車場と合わせ、○○○○の駐車場を１ヶ所に集約でき、現在は本社において運行前点

呼、アルコール検知・検査等を行った後、各地駐車場移動し、運行前車両点検をしてから運

行業務を開始していましたが、○○○○○を併設できることによって直接運行業務を開始す

ることができ、終了時も、駐車場で終了できる。 

以上のことから立地条件、運行管理の利便性将来性等を考慮して検討した結果、計画地に

おいて駐車場整備を計画いたしました。 

現在使用中駐車場の隣接地であるため、一括管理が容易であり、○○○○からも近く○○

○○○に乗り入れができ、近隣に教育施設公共施設等もなく、住宅密集地ではないため、夜

間の執行もでき、○○○○○の駐車場として、安全確保ができ、選定条件としてすべて当て

はまるものに、既存農地を分断することがないため、申出地として選択をいたしました。 

○○○○○○○○○及び○○○○○○○○も近く、○○○○○○○○○○も近いため、○

○・○○○○○○とも連携がとりやすく、本社敷地返却後も、○○○○○の隣接駐車場とし

て使用できるなど申し分のない計画地であります。 

  以上のような必要性及び緊急性を申出地、所有者様にご相談したところ、弊社の諸事情を



 

 

汲んでいただき、農用地区域除外及び農地法第５条の許可を得ることを条件にし、申出地を

譲渡しただいただける旨の承諾が得られた。申請の事情を配慮の上、農地法５条許可申請を

お願いします。こういう内容でございます。 

  今、申しましたように、隣はすでにこの○○○○○○○○○の駐車場となっています。 

申出地自体は、現状、不耕作状態の畑で、奥まった北側には、放任の茶樹、栗の木と思わ

れる樹木が見られます。東側は農地ですが、議案の土地との間に、○○○○○○○を挟むこ

とから、農地の方に特段の支障は生じないものと考えられます。 

以上、周辺農地への影響はないものと判断できますので、よろしくご審議お願いいたしま

す。以上です。 

○議長 

ありがとうございました。 

次に、岩田孝三郎委員、宮寺・二本木地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございま

したらお願いします。 

○農地利用最適化推進委員（岩田孝三郎君） 

  推進委員の岩田です。𠮷川委員の説明通り、特に問題はないと思われます。この場所は５

月２３日に、現地を確認されていますので、特に問題ないと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

○議長 

ありがとうございました。 

  続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。 

○事務局 

  それではご説明申し上げます。 

議案第２号２番については、○○○を営んでいる譲受人が、借りている駐車場の返却を求

められていることなどから、本社事業所近くに新たに駐車場を設置するための農地転用許可

申請です。 

申請地は、農用地区域内であったため、令和４年１１月の農業委員会において、農業振興

地域整備計画の変更の意見について審議し、「意見なし」と市へ回答いたしました。その後、

令和５年４月２６日付で、農用地区域から除外されております。 

都市計画法に関しては、建築物を建てる計画ではないため、開発許可等は必要ありません。 



 

 

続きまして、農地法第５条許可申請における許可検討事項について説明します。 

申請地の農地の種別について確認したところ、周辺の公共施設の状況から第３種農地には

該当しません。また、農地の集団性は、１０ヘクタールを超える集団農地ではないことから、

第２種農地に該当します。 

   これらのことを踏まえ、立地基準となる第２種農地の不許可の例外については、「申請に係

る農地に代えて周辺の土地を供することにより当該申請にかかる事業の目的を達成すること

ができると認められない」に合致します。 

次に、一般基準について予め事務局にて審査したところ、資金計画については、土地購入

費及び造成費を、○○○○○○で賄う計画となっており、○○○○○が添付されていること

から資金の調達については支障ないと判断できます。この他、一般基準についても全て合致

しております。 

つきましては、必要性が認められ、また周辺農地へ悪影響が無いものと判断されれば、許

可しえる状況であることを報告いたします。 

○議長 

  担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 

（ありません。の声） 

○議長 

    ございませんか｡ 

なければ質疑を終わり、採決いたします。許可することに賛成の方は挙手を願います。 

    （全員挙手） 

○議長 

    全員賛成でございます。本件は、許可申請の意見具申でありますので、許可相当として県

に進達いたします。 

次に、３番を議題といたします。 

  担当６番、田嶋正明委員、説明を願います。 

○農業委員６番（田嶋正明君） 

  はい。担当６番、田嶋です。３番についてご説明いたします。 

  借受人、株式会社○○。筆数、２筆。合計面積、９３平米。申請理由、受人は、○○○を

営んでいるが、事業の拡大に伴い手狭となったため、新たな駐車場を隣地に確保すべく申請



 

 

する。摘要、駐車場、敷地拡張。 

  理由書が出ておりますので、読み上げさせていただきます。 

  株式会社○○は、○○○○○○の施工設計を主な仕事として、他に○○○○の売買・賃貸、

○○○○、○○○○○○○○○及び○○、○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○及び

○○等をやっております。 

  平成２２年７月より、現在の○○○○○○○○○○○に倉庫事務所を置き、操業しており

ます。当該地は、市道が交差する十字路の形で、○○○○○○の近く。○○○○に向かうの

に利便性も良い場所です。仕事量の増大に伴い、資材等が年々増えており、資材運搬車両も

３台抱えております。朝方は資材の積込みを行い、夕方は回収した資材の搬入があります。

入れ替えで積込み、及び、積下ろしの作業をしておりますが、駐車スペースがなく、車両の

一部が、その間、前の市道にはみ出し３０分程度停車しており、一般車両の通行に支障をき

たしている状況です。そこで、土地を探しておりましたが見つからず、現在に至っておりま

した。 

今回、倉庫東側の農地所有者、○○○さんより、土地利用の承諾をいただき、４月２６日

付で農用地区域からの除外をされたことを受け、今回の申請に至りました。 

今後、農振法、農地法、都市計画法も適正に厳守して参ります。何卒、ご許可いただけま

すようお願いします。 

  ５月２０日に現地確認をしました。場所は案内図の通り、○○○○○○○○○○の北側で、

市道○○○の北側です。今回の申請地は既存敷地の東側となります。理由書にもありました

が、朝夕の時間帯に待機車両が道路にはみ出し、一般車両の通行に支障がある状況でした。

 今回の議案が認められれば、３台の車両を置き、待機車両が、道路にはみ出すようなこと

が解消されると思います。また隣接した農地の所有者の同意書が添付されていることから、

特に問題はないと思います。ご審議よろしくお願いします。以上です。 

○議長 

ありがとうございました。 

次に、中村郁夫委員、宮寺・二本木地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございまし

たらお願いします。 

○農地利用最適化推進委員（中村郁夫君） 

  はい。宮寺地区推進委員の中村です。 



 

 

ただいま、田嶋委員さんが説明した通りで、特に支障がないと思いますので、ご審議のほ

どよろしくお願いします。以上です。 

○議長 

ありがとうございました。 

  続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。 

○事務局 

  それではご説明申し上げます。 

  また、図面の方は配布しておりますので、併せてご覧ください。 

議案第２号３番については、○○○を営んでいる借受人が、事業の拡大に伴い手狭となっ

たため、新たに駐車場を設置するための農地転用許可申請です。 

申請地は、農用地区域内であったため、令和４年１１月の農業委員会において、農業振興

地域整備計画の変更の意見について審議し、「意見なし」と市へ回答いたしました。その後、

令和５年４月２６日付で、農用地区域から除外されております。 

続きまして、農地法第５条許可申請における許可検討事項について説明します。 

都市計画法に関しては、建築物を建てる計画ではないため、開発許可等は必要ありません。 

申請地の農地の種別について確認したところ、周辺の公共施設の状況から第３種農地には

該当しません。また、農地の集団性は、１０ヘクタールを超える集団農地であることから、

第１種農地に該当します。 

これらのことを踏まえ、立地基準となる第１種農地の不許可の例外については、「既存の

施設の拡張で、拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の１／２を超えない

ものに限る。」に合致します。 

次に、一般基準について予め事務局にて審査したところ、資金計画については、土地造成

費の経費を、○○○○○○により賄う計画となっており、○○○○○が添付されていること

から、資金の調達については支障ないと判断できます。この他、一般基準についても全て合

致しております。 

つきましては、必要性が認められ、また周辺農地へ悪影響が無いものと判断されれば、許

可しえる状況であることをご報告申し上げます。 

○議長 

  担当委員及び事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 



 

 

（ありません。の声） 

○議長 

    なければ質疑を終わり、採決いたします。許可することに賛成の方は挙手を願います。 

    （全員挙手） 

○議長 

    全員賛成でございます。本件は、許可申請の意見具申でありますので、許可相当として県

に進達いたします。 

次に、４番を議題といたします。 

  担当８番、法師励委員ですが所用にて欠席のため、代読資料の読み上げを事務局にてお願

いいたします。  

○事務局 

事務局の河西でございます。法師委員から読み上げ原稿の方をお預かりしておりますので、

代読させていただきます。 

４番、譲受人○○○○○○○株式会社。筆数、２筆。合計面積、６，５４４平方メートル。

申請理由、受人は、○○○を営んでいるが、事業の拡大に伴い配送施設用地が不足するため、

配送施設用地を隣地に確保すべく申請する。摘要、配送施設、敷地拡張。 

理由書の方ございますので、読み上げさせていただきます。一部省略させていただきます。 

理由書。現在、弊社、○○○○○○株式会社は、本店を○○○○○○に置きますが、平成

１６年に本施設に隣接する、○○○○○○○○○○○○○○の○○○○を、農地法の許可の

もと取得し、当該地を本社営業所、○○○に○○○○○を定め、平成１８年６月２１日に○

○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○の実施について、認可を取得し、○○○を営ん

でおります。 

当初の認可において、関係地は○○○○○○○の営業所でしたが、○○○○の増設や拡張

に伴い、○○○○○○○の営業所から○○○○○○○○○○○○の営業所、これに伴う事務

所・車庫・休憩睡眠施設等、関連施設を併設しました。その後、○○○○○の拡大に伴う荷

扱い所や、○○○○○○の一時保管施設の増設を繰り返し、数度の認可変更受け、現在に至

っております。 

また、関係地や農地法の許可のもと、隣接の土地へ敷地拡張し、現在のところ○○○○○

○○と名称を変更し、○○○○○○○○○○○及び、○○○○○の関連施設として利用して



 

 

おります。 

今般、申請地を農地転用いたしたい理由は、前述のような理由で、営業所区域の土地利用

が満杯で、かつ、従業員の駐車場が安全性・利便性の配慮に欠ける配置しかできない状態で

あることから、申請地の有効活用を図り、安全性・利便性を考慮した従業員等の駐車場を確

保したいことであります。 

また、○○○○○の拡張に伴い、荷捌き要員の増員を計画していますが、当営業所の立地

を考えたとき、地元住民を優先雇用し、自転車や徒歩での通勤を目論んでも、車通勤を可能

としなければ雇用がままなりません。そのため、駐車スペースの確保は是非とも必要であり

ます。 

さらに、申請地及び既存営業区域全体の土地利用を考えたとき、業務用大型車両、従業員

等の通勤車両が安全に通行駐車できるような、土地利用でなければなりません。このことか

ら、大型車両の往来と、通勤車両の通行が重なって危険な構内による駐車スペースを廃止。

申請地に移転するとともに、運行事業用車両の進入路、及び待機場所の確保と、安全性を周

辺土地の環境に配慮した緑地体との配置を計画しております。 

理由書からまとめた内容は以上でございます。 

今回の申請の計画につきましては、本日お配りしました図面の方２枚ございますので、そ

ちらの方お目通しいただければと思います。 

５月２１日に、野村推進委員と別々に申請地の状況等を確認してきました。 

申請地は、譲受人が使用している○○○○の隣接地であり、事業拡大に伴う敷地拡張の内

容も過大なものでなくやむを得ないものと思われます。申請について特に支障が無いかと思

われますが、ご審議の程よろしくお願いします。 

以上が読み上げ原稿としてお預かりしたものです。以上でございます。 

○議長 

ありがとうございました。 

次に、野村雅紀委員、金子地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございましたらお願

いします。 

○農地利用最適化推進委員（野村雅紀君） 

推進委員の野村です。ただいま河西さんから説明があった通り、何も問題ないかと思いま

す。ご審議よろしくお願いします。 



 

 

○議長 

ありがとうございました。 

  続いて、農地法に基づく許可検討事項について、事務局に説明を願います。 

○事務局 

  それではご説明申し上げます。 

  議案第２号４番については、○○○を営んでいる譲受人が、事業の拡大に伴い配送施設用

地が不足することから、事業所隣接地に新たに配送施設用地を設置するための農地転用許可

申請です。 

申請地は、農用地区域内であったため、令和４年１１月の農業委員会において、農業振興

地域整備計画の変更の意見について審議し、「意見なし」と市へ回答いたしました。その後、

令和５年４月２６日付で、農用地区域から除外されております。 

続きまして、農地法第５条許可申請における許可検討事項について説明します。 

都市計画法に関しては、建築物を建てる計画ではないため、開発許可等は必要ありません。 

申請地の農地の種別について確認したところ、周辺の公共施設の状況から第３種農地には

該当しません。また、農地の集団性は、１０ヘクタールを超える集団農地であることから、

第１種農地に該当します。 

これらのことを踏まえ、立地基準となる第１種農地の不許可の例外については、「既存の施

設の拡張で、拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の１／２を超えないも

のに限る。」に合致します。 

次に、一般基準について予め事務局にて審査したところ、資金計画については、土地造成

費の経費を、○○○○○○により賄う計画となっており、○○○○○が添付されていること

から、資金の調達については支障ないと判断できます。この他、一般基準についても全て合

致しております。 

つきましては、必要性が認められ、また周辺農地へ悪影響が無いものと判断されれば、許

可しえる状況であることをご報告申し上げます。 

○議長 

  担当委員並びに事務局の説明がありましたが、質疑がありましたらお願いいたします。 

  ございませんか。 

（ありません。の声） 



 

 

○議長 

    なければ質疑を終わり、採決いたします。許可することに賛成の方は挙手を願います。 

    （全員挙手） 

○議長 

    全員賛成でございます。本件は、３，０００平方メートルを超える許可申請の意見具申

でありますので、許可相当として、埼玉県農業会議への意見照会後、県に進達いたします。 

  続いて議案第３号、農用地利用集積計画の策定に係る農業委員会の意見決定について、を

議題といたします。 

  本議案では、各担当委員及び事務局による議案書の読み上げは、一部省略し、案件の番号

ごとに、当事者・借受人の氏名、筆数、面積、利用権種類のみを読み上げるようお願いしま

す。 

  それでは１番を議題といたします。担当３番、𠮷川光彦委員、説明を願います。 

○農業委員３番（𠮷川光彦君） 

  ３番、𠮷川です。 

  １番、借受人、○○○○。筆数、１。面積、７２９平方メートル。利用権種類、使用貸借

権。摘要、新規。 

  ５月２２日に、中村郁夫推進委員と耕作状況等の確認をして参りました。 

  本件は、かねてから耕作放棄地として改善を働きかけてきた畑であり、本年前半で茶樹を

深耕ロータリーにより破砕し、野菜畑として利用できる状況となりました。この農地の隣接

地は、○○○○さんが耕作しており、利用の意向を確認したところ、応じてくださった経緯

があります。○○さんは○○○○の基幹農家で、トラクター等、一式保有されています。 利

用権の設定に何ら問題はないものと思います。よろしくご審議くださるようお願いいたしま

す。 

○議長 

ありがとうございました。 

次に、中村郁夫委員、宮寺・二本木地区推進委員として、補足説明、ご意見等ございまし

たらお願いします。 

○農地利用最適化推進委員（中村郁夫君） 

  宮寺地区推進委員の中村です。ただいま𠮷川委員さんの説明の通りで、自分も現地を確認



 

 

し、特に問題ないことを確認しておりますので、審議のほどよろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長 

  ありがとうございました。 

  続いて、農業経営基盤強化促進に関する基本的構想における要件具備の検討事項について、

事務局に説明を願います。 

○事務局 

  ご説明申し上げます。 

  議案第３号の１番は、使用貸借権による新規の利用権設定でございます。 

   令和５年４月１日に施行された農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、市町村が定め

る農用地利用集積計画は、農地中間管理機構である埼玉県農林公社が定める農用地利用集積

等促進計画に統合されましたが、令和７年３月３１日までの２年間は経過措置により今まで

とおりの利用権設定が可能となっております。今回はその経過措置による利用権設定となり

ます。 

   𠮷川委員にご説明いただきましたとおり、農業経営の見込みが立ち、入間市が定める「農

業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に定める条件に合致するとともに、借受人

の現在の経営面積は１８６アールであり、その農地をすべて耕作しております。 

   今回新たに借受ける農地は７２９平米で、合計１９３アールが経営面積となります。 

また、農作業従事日数は１５０日以上であり、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

要件を満たしていることをご報告申し上げます。 

○議長 

担当委員及び事務局の説明がありましたが、利用権の設定であり、基本的構想における要

件が具備されているものと認められますので、承認することにご異議ございませんか。 

  （異議なし。の声） 

○議長 

ご異議ないものと認め、利用権の設定を行うことについて、承認することに決定いたしま

した。 

  ここで農業振興課との移動がございますので、ちょっと暫時、休憩とします。 

休憩 午前１０時５８分 



 

 

○議長 

それでは会議を再開いたします。 

再開 午前１０時５９分 

○議長 

  議案第４号、入間農業振興地域整備計画変更に係る農業委員会の意見について、を議題と

いたします。 

  本件は、入間農業振興地域整備計画の変更ですが、個々の案件について、１件ずつ農業振

興課より説明を受け、その都度、皆様からご意見をいただきます。 

  この計画の変更に対する農業委員会の意見の集約については、最後にまとめたいと思いま

す。 

  それでは、議案の朗読を、事務局に願いますが、議案書の読み上げは、一部省略し、案件

の番号ごとに、当事者の氏名、筆数、合計面積、除外事由・利用目的のみを、読み上げるよ

う願います。 

○事務局 

議案第４号 入間農業振興地域整備計画変更に係る農業委員会の意見について。 

   農業振興地域の整備に関する法律施行規則（昭和４４年９月２６日農林省令第４５号）第

３条の２第２項の規定に基づき、農用地区域除外申出案件（令和５年４月分）に係る入間農

業振興地域整備計画の変更について、意見を求めるもの。 

   １番、当事者、○○○○。１筆の一部。９４平方メートル。敷地拡張（住宅通路）。 

   ２番、○○○○。１筆の一部。４９０平方メートル。自己用住宅。 

   ３番、 ○○○○○○○○○○○○。１筆の一部。２２１平方メートル。敷地拡張（駐車場）。 

４番、○○○○有限会社。１筆。９３９平方メートル。敷地拡張（駐車場）。 

５番、株式会社○○○○。３筆。２，９７３平方メートル。駐車場。 

６番、株式会社○○○。１筆。９６７平方メートル。敷地拡張（駐車場）。 

７番、○○○○。２筆。７８５平方メートル。農業用倉庫、駐車場。 

議案の読み上げは以上でございます。 

○議長 

それでは１番について、農業振興課に説明を願います。 

○農業振興課 



 

 

農業振興課です。よろしくお願いします。 

人事異動がございまして、職員が変わった部分がございますので、紹介をさせていただき

ます。主幹の新はそのままです。主任の酒井は変わりません。それと、西村に代わりまして、

山城が、新しく担当することになりましたので、よろしくお願いいたします。 

それでは、１番について、担当の方より説明させますのでよろしくお願いいたします。 

○農業振興課 

引き続き、議案番号１番について、ご説明させていただきます。 

本日お配りしている、令和５年度第１回入間農業振興地域整備計画変更説明書、こちらに

基づきまして説明させていただきます。 

２枚ほどめくっていただきまして、右上に資料ナンバー１と記載されているところ、こち

らをご覧ください。 

誠に申し訳ございませんが、最初に、資料の訂正をお願いいたします。左下の、関係法令

に基づく許認可の右に、農地法５条の許可とございますが、こちら４条の誤りでございます

ので、訂正をお願いいたします。 

それでは議案番号１番について、ご説明をさせていただきます。 

事業計画者、○○○○氏です。事業計画地につきましてはですね、１枚めくっていただき

ましてこちらの地図をご確認ください。場所は、○○○○○○○にある○○○○○の西側で、

既存住宅に囲まれている通路になります。地番は○○○○○○○○○○○○○の一部。面積

は４５４平方メートルのうち、９４平方メートルです。地目は畑となります。農地種別が第

二種農地となります。 

申出者は、○○○○○○○○に居住しておりますが、当該家屋は昭和４７年に建築され、

その後、令和２年に申出者が相続をしたものです。新築当初から北側の通路を利用しており

ましたが、玄関が南側にある状況であります。その後営農のために、物置が必要となり、家

屋の東側に物置を建築しました。家屋と物置の間を通って道路から、玄関に入るような土地

利用形態となっております。これまでは、それほどこの土地利用形態で支障はなかったとい

うことでしたが、申出者の○が、○○○○○○○○○○○○○○ということで、○○ですと

か、○○○○○○○○の利用の際には、現状の土地利用計画では生活が非常に困難になって

きたということです。東側の物置を解体するのも難しく、今使用している北側の道路につき

ましても、未後退の箇所が多い道路で、○○○○○○○○の大きな車両の進入にも適さない



 

 

ということです。そこで、隣接する計画地に敷地を拡張して、南側の道路、○○○○○○○

ですが、そこから玄関先までの住宅と農業用の通路を設置して、○○○○○○○○の車両が

玄関まで進入できるような形で、幅員３メートル程度確保するということになります。南側

道路から１２、３メートルのところまでは、両隣２件、居住している親族もいるということ

で、幅員が途中までは広くなりますが、その通路を計画したものです。計画地は農地であり

ますが、農地を分断するというものではなくて、隣接地に影響を与えるものとは考えられま

せん。またすでに住宅に囲まれ、農業振興上の支障はないものと考えております。 

以上、ご協議をお願いいたします。 

○議長 

  ありがとうございました。 

それでは、ただいま農業振興課から説明のありました１番の敷地拡張（住宅通路）につい

て、皆様にご意見を伺います。何かございませんか。 

よろしいですか。 

（はい。の声） 

○議長 

それでは２番について説明を願います。 

○農業振興課 

それでは議案番号２番についてご説明をさせていただきます。 

資料の、右上資料ナンバー２と書いてあるところからになります。 

事業計画者は、○○○○氏です。事業計画書につきましては、次のページを見ていただき

まして、場所は、○○○○○○○○の南東側に位置する畑の一部ということになります。地

番は○○○○○○○○○○○○○○○の一部。面積は、１，５８７平方メートルのうち４９

０平方メートルで、地目は畑となります。農地種別は第１種農地となります。 

申出者は、○○に現在居住しております。当初より自己用住宅の建築を土地利用、土地の

取得を検討して参りましたが、適した土地がなかなか見つからないということ。また、○○

が○○であるために、将来的な○○○○ですとか、○○等も考慮して、○○付近での自己用

住宅の建築を計画していたものです。この計画に○○も同意して、○○付近にあることを加

えて、通勤の利便性を考慮し、○○が所有する土地の中から計画地を設定したものです。接

道の関係から旗竿形状の土地利用計画となっていますが、隣接境界には、コンクリートブロ



 

 

ックの設置、敷地内にある浸透桝の設置などをして、農地への影響がないよう努めていくも

のです。 

この計画地は、農地でありますが、雨水等の隣接地等への影響の対応も考えております。

また隣接農地から同意を得られておりますので、農業振興上問題ないものと考えております。

以上、ご協議お願いいたします。 

○議長 

ありがとうございました。 

それでは、ただいま農業振興課から説明のありました２番の自己用住宅について、皆様の

意見を伺います。 

よろしいですか。 

（はい。の声） 

○議長 

それでは、次に３番について説明をお願いします。 

○農業振興課 

  議案番号３番について、ご説明をさせていただきます。 

資料ナンバーは３になります。事業計画者は、○○○○○○○○○○○○です。事業計画

地につきましては、次ページの地図をご覧いただきたいと思いますが、○○○○○○○の既

存の駐車場西側にある隣接地となります。地番は○○○○○○○○○○○○○の一部となり

ます。面積は、１，４６０平方メートルのうちの２２１平方メートル。地目は畑となります。

農地種別は第１種農地となります。 

申請者の○○○○○○○○○○○○は、○○○○○○○○の○○○○○を行っている組合

です。計画地に隣接する○○○○○において、平成３０年に、○○○○○○○○○○○の一

部を除外して駐車場を設置しました。この場所に駐車できない職員に関しましては、隣接の

有料の駐車場を借りて、これまで対応してきたところです。 

しかしながら、借りていた有料駐車場の土地が、急遽売却されることになりまして、駐車

ができなくなったということです。新たに駐車場を確保する必要性と、緊急性に迫られた状

態で、そのために近隣の土地所有者に対して交渉しましたが、今回の申出地の所有者にご協

力いただき、新たな駐車場の確保に向けて計画がされたものです。 

計画は、○○○に隣接する計画地へ敷地拡張して駐車場を設置する計画です。隣接農地と



 

 

の境界にはコンクリートブロック等の設置、農地への影響がないような対策を行うというこ

とです。計画地は農地ではございますが、隣接地への影響はないことが考えられ、農業振興

上の支障はないものと考えております。 

以上です。ご協議お願いいたします。 

○議長 

ありがとうございました。 

それでは、ただいま農業振興課から説明のありました、３番の敷地拡張（駐車場）につい

て、皆様にご意見を伺います。 

何かございませんか。 

（ありません。の声） 

○議長 

大丈夫ですか。はい。それでは次に、４番について説明をお願いします。 

○農業振興課 

  それでは、議案番号４番について、ご説明させていただきます。 

  議案番号４番。資料ナンバー４をご覧ください。 

除外申出地は○○○○有限会社の南側、○○○○○○○○○○○○○○○○。面積は９３

９平米。農地種別は第１種農地で、駐車場の敷地拡張のための除外案件です。申出者は○○

○○○○○○○○○に本社を置く、○○○○有限会社です。 

議案番号４番の資料ナンバー４の５枚目をご覧ください。駐車場の解説図ですけども、こ

ちらの図面右下の○○○の南側の土地が申出農地です。現在、配送用貨物車両、社用車を、

申出地の北西に位置する○○○○○○○○○○○○、○○○○○○、○○○○○○と申出地

の北側の本社敷地、○○○○○○○○○○○○の一部に駐車しており、従業員駐車車両を本

社敷地北側の、○○○○○○○○○○○○○○に駐車しています。 

現状の駐車場の面積では、法定で定められている、１台当たりの面積が小さく、かなりの

過密駐車となっておりまして、配送や出向の時間帯には１台が出庫するために、何台も利用

せざるをえないような状況です。また配送用貨物車両を駐車している申出地、北西の駐車場

の場所、図面では荷下ろしスペースを表記されている場所ですけれども、こちらは本来は引

上げ資材の一時置き場であるため、本来の目的通りに利用ができていない状況です。本社北

側の従業員、通勤車両の駐車場についても、通常よりも狭いスペースで駐車しているため、



 

 

車両同士の接触等も発生している状況です。 

資料を１枚戻っていただきますと、計画図があるんですけれども、この図面の通り、申出

地に一部車両を移動させることで、このような状況から駐車車両を分散させられ、問題の解

消を図ることができます。それによって敷地拡張によって新たに駐車場を確保する計画です。

隣接農地との境界にはコンクリートブロックを設置し、隣接土地所有者からの同意もあるた

め、農業上の支障はないと考えております。以上です。 

○議長 

ありがとうございました。 

それでは、ただいま農業振興課から説明のありました、４番の敷地拡張（駐車場）につい

て、皆様にご意見を伺います。 

（田嶋委員挙手） 

○農業委員６番（田嶋正明君） 

この３ページ目かな。今回の場所には特に関係がないんですけど、南側の○○○○○○○

○から、約１.８メートルの幅員しかないわけですね。この今回申出地の奥に、茶園とかがあ

って、この市道は大型の乗用機械の搬入路にもなっています。ここの境界に、コンクリート

ブロックをどのぐらいの高さで積むかわかりませんけど、そんなに高いものじゃないですか。

それとも少し後退するのですか。 

○農業振興課 

  一段か二段かと思われます。 

○農業委員６番（田嶋正明君） 

一段か二段ね。はい、結構です。なぜその質問したかっていうと、この道路南側、現状○

○○○が使ってるんですけど、車を駐車するのにね、敷地内から道路側に車の後部がかなり

はみ出している。４０センチぐらい。だからその辺のところ今回の議案ではないんですけど

も、その辺のところも、申出地奥へ農作業に行くのに支障が出るといけませんので。別の場

所になりますけども、それを考慮するような指導できるでしょうか。 

○農業振興課 

はい。そのように致します。 

○議長 

ほかにございませんか。よろしいですか、４番については。 



 

 

次に５番について説明を願います。 

○農業振興課 

  議案番号５番、資料№５をご覧ください。 

議案番号５番は、変更後の使用目的の中の資料、右上に資料ナンバー５と書いてあります

けども、こちら土地所有者ごとに作成していただいています。 

除外申出地は、○○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○○○○○○○○○○

○○。計３筆。面積は２，９７３平米。農地種別は第２種農地で、駐車場のための除外案件

です。申出者は、○○○○○○○○○に本社を置く株式会社○○○○です。 

変更後の使用目的に係る資料のすぐ後になります、案内図をご覧ください。 

案内図中央に現在使用中の駐車場と表記されていますが、この駐車場と、この駐車場の北

側の○○○○と表記された倉庫があると思います。この土地に倉庫がある土地と、現在使用

中の駐車場という土地に、この度事業の拡大による顧客ニーズにこたえるため、新たに倉庫

３棟を建設する計画を立てました。 

倉庫の建設中は、他営業所や他○○事業者に協力を得て、この現在使用中の駐車場が書い

てあるところですね、こちら駐車場に駐車している車両を一時的に移動して対処しますが、

効率面、安全面、移動時間の増加による従業員の負担の増加等を踏まえると、建設完了後も、

その対応を継続することはできません。そこでそれらの車両から一部を申出地に移動させる

ことで、荷物の積合わせ、運送面、今後の駐車場利用計画において、ひとまず見通しを立て

ることができることから、代替駐車場を新たに確保する計画です。 

申出地以外に対象車両を駐車できる候補地が他になく、申出地は○○○○が所有する既存

倉庫、○○○○○○○○○○○○○。資料ナンバーの最後のところ、資料ナンバー５の最後

のところに計画図がありますけれども、そこの既存所有倉庫と書いてあるところ、こちらが

○○○○○○○○○○○○○。こちらが地続きとなっていまして、移動をスムーズにできる

ことから選定したものです。隣接農地との境界には、コンクリートブロックや雨水浸透止め

等を設置し、隣接農地所有者にも同意が得られていることから、農業上の支障はないと考え

ております。以上です。 

○議長 

ありがとうございました。 

それでは、ただいま農業振興課から説明がありました、５番の駐車場について、皆様にご



 

 

意見を伺います。 

（田嶋委員挙手） 

○農業委員６番（田嶋正明君） 

確認ですけど、この辺の道路の幅員を広げるっていう計画ありましたっけ。 

○農業振興課 

  この計画地の北側は、広げるという計画があります。 

○農業委員６番（田嶋正明君） 

北側ね。私もこの辺はちょっとよくわかんないんだけど、ここ左右がそうすると○○○○

の用地になっちゃうんでね、ここを通行する時に、支障が出るようなことが少し懸念として

ある。○○の土地を行き来すると通行の安全からどうかと思って、質問しました。 

○農業振興課 

支障はないものと考えています。 

○議長 

  他にございませんか。なければ次に行きます。次に、６番について説明を願います。 

○農業振興課 

議案番号６番、資料№６をご覧ください。 

除外申出地は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。面積は９６７平米。農地種別

は第２種農地で、駐車場の敷地拡張のための除外。申出者は○○○○○○○に本社を置き、

○○○を営んでいる株式会社○○○です。 

議案番号６番の３枚目、公図をご覧ください。 

現在、従業員用駐車場として、○○○○○○○○○○○の本社敷地以外に、本社から数百

メートルの位置にあります、○○○○○○○○○○○○○○、他幾つか有料駐車場を借りて

いますが、大型車両の通行や、従業員が本社へ移動する際の安全面や利便性の点から、駐車

場を本社に移設する必要が生じました。また、申出者は多品種、小ロットによる受注の基準

として事業が拡大してきており、それに伴いまして、配送する取引先や、新規企画が増え続

けています。その結果、この構図でいう○○○○という、これについては、令和２年に敷地

拡張して設置した駐車場、本社の工場と駐車場なんですけども、これを設置した従業員用駐

車場に割り込み駐車をせざるをえず、安全面、利便性において支障をきたしている状況です。

さらには、経済産業省より○○○○○○○○、県より○○○○○○○○○○○といった受賞



 

 

をしたことで、行政関係者の視察も増えています。これらの状況を改善するため、公図の次

のページの計画図の通り、本社に移設する計画地に敷地を拡張して駐車場を設置し、従業員

用の有料駐車場からの移動車両、そして、新規採用予定者を３名予定しておりまして、その

車両、取引先等の車両の駐車スペースを確保する計画です。隣接農地との境界には、コンク

リートブロックを設置し、隣接土地所有者から同意を得ているため、農業上の支障はないと

考えております。以上です。 

○議長 

ありがとうございました。 

それでは、ただいま農業振興課から説明がありました、６番の敷地拡張（駐車場）につい

て、皆様にご意見を伺います。 

○議長 

ありませんか。それでは次に、７番について説明を願います。 

○農業振興課 

議案番号７番、資料№７をご覧ください。 

申出地は、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○の２筆。面積は７８５平米。

農地種別は第１種農地で、農業用倉庫及び駐車場のための除外案件です。 

申出者は、○○○○○○に居住する農家であり、自宅敷地には農業用の車両や農機具等を

置いてますが、当敷地には、○○も従事しており農園業の事務所、駐車場、資材置き場があ

り、敷地に余地がなく、農業用の車両の出入りや、農機具等の搬出に支障をきたしている状

況です。また、敷地に余地がないという状況から、所有する畑にてトラクター等を一時的に

保管せざるをえず、防犯面でも不安を抱えています。 

これらの状況を改善するため、申出地に野菜の仕分け、保管ができる農業用倉庫を建設し、

トラクター等及び、また農業用車両を駐車できるスペースを確保する計画です。 

申出地は、自宅から近く、接道があり、状況の改善のために最適な広さが設けられること

から決定したものです。隣接農地との境界にはコンクリートブロックを設置し、隣接土地所

有者からも同意を得ているため、農業上の支障はないと考えております。以上です。 

○議長 

ありがとうございました。 

それでは、ただいま農業振興課から説明がありました、７番の農業用倉庫、駐車場につい



 

 

て、皆様にご意見を伺います。何かございませんか。 

（ありません。の声） 

○議長 

それでは、農業委員会として意見をまとめたいと思います。この意見は、市が行う整備計

画の変更に伴う意見聴取であり、開発内容が農地転用の技術基準に関する適合性に対する回

答を含むものではありません。 

農業委員会としては、「特に意見はありません。」という旨の回答でよろしいでしょうか。

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○議長 

全員賛成でございますので、本件の意見聴取の回答としては、「特に意見はありません。」

とすることに決定いたしました。 

（農業振興課職員 退席） 

○議長 

続いて、議案第５号 入間市農業委員会の最適化活動の目標に対する点検・評価について、

を議題といたします。 

はじめに、事務局から説明を願います。 

○事務局 

はじめに議案を朗読させていただきます。 

議案第５号 入間市農業委員会の最適化活動の目標に対する点検・評価について 

別紙１のとおり。 

続きまして、説明に入らせていただきます。 

「令和４年度最適化活動の目標及び目標に対する点検・評価」につきましては、４月の農

業委員会総会の時にお預かりしました３月分までの活動実績を基に、令和４年度の一年間の

活動状況を把握のうえ、今回の別紙１として取りまとめました。令和４年度農業委員会の農

地利用の最適化の推進の状況、その他事務の実施状況の公表（案）として取りまとめ、今回

の総会において協議いただくものです。 

概要について、２ページ目の（ローマ数字２の）最適化活動の実施状況については、１最

適化活動の成果目標の（１）農地の集積については、農地面積８２９ヘクタールに対して、



 

 

今年度末の集積面積２０１．７６ヘクタールとなっており、集積率は２４．３パーセントと

なっております。 

また、（２）の遊休農地の発生防止・解消については、ア 既存遊休農地の解消について、

 ａ 緑区分の遊休農地の解消について、緑区分の遊休農地の解消目標面積０．８６ヘクタ

ールに対して、今年度の緑区分の遊休農地の解消実績面積０．８７ヘクタールとなっており

ます。 

（３）新規参入の促進につきましては、令和４年度の実績はございませんでしたが、令和

５年度については数件見込みがある旨申し添えます。 

このことを踏まえた上で、別紙１の内容を農業委員会の令和４年度の最終的な評価として

決定することについてご審議いただきたくお願いするものでございます。 

今後のスケジュールでございますが、ご決定をいただいた場合にはこの点検評価について、

県を通じて国へ報告をさせていただきます。また、併せて市の公式ホームページにおいてこ

の内容を公表させていただく予定でございます。 

以上、説明とさせていただきます。 

○議長 

ただいま事務局から説明がありましたが、何かご意見等ございましたらお願いいたします。 

よろしいですか。 

（はい。の声） 

○議長 

それでは、お諮りいたします。本件について、原案のとおり承認することにご異議ござい

ませんか。 

（異議なし。の声） 

○議長 

ご異議ないものと認め、議案第５号は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

続きまして、議案第６号 入間市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任について、を

議題といたしますが、議事参与の制限の規定により、全推進委員に、当該事案の審議終了ま

で退席をお願いいたします。 

（全推進委員 退席） 

○議長 



 

 

それでは、議案第６号について、事務局に説明を願います。 

○事務局 

はじめに議案書を読み上げさせていただきます。 

議案第６号 入間市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任について 

別紙２のとおり。 

説明に先立ち、補足の方をさせていただきます。今回の推進委員の選任につきましては継

続の方は豊泉推進委員のみとなっております。３年前の審議の際は、ちょうど新型コロナウ

イルスによる緊急事態宣言中で、推進委員自体が欠席、総会への出席をご遠慮いただいてい

た関係もございまして、こういう形はとれなかったのですが。審議の公平性を期するために、

埼玉県農業会議の方に、今回の議案の内容について、どのような取り扱いをしたらよろしい

か確認させていただきまして、公平な審議のためには、退席いただくべきではないかという

ことでご意見いただきましたので、今回の形をとらせていただきましたことをご承知いただ

ければと思います。 

説明させていただきます。 

まず始めに、農地利用最適化推進委員の担当区域及び担当区域の定数は、「入間市農業委

員会の農地利用最適化推進委員委嘱に関する要綱」において、「東金子、豊岡（中）地区」、

「藤沢、豊岡（南）地区」、「西武、豊岡（北）地区」は、それぞれ１人。「金子地区」、「宮寺・

二本木地区」は、それぞれ３人と定数が定められております。 

以降の説明では、農地利用最適化推進委員は、推進委員と読み替えさせていただきます。 

推進委員の担当区域定数の合計９人に対する募集は、農業委員の募集と合わせて行い、募

集の案内は、令和５年１月発行の農業委員会だより、市報２月１日号、市公式ホームページ

において、周知を行いました。 

推薦・公募の申込受付けは、令和５年２月２４日から３月３０日までの期間で行いました。 

この募集により９名の方の推薦がありました。推薦された方の推薦する担当区域は、それ

ぞれ募集する担当区域の定数と、各地区同数でありました。別紙２の「農地利用最適化推進

委員候補者一覧」のとおりです。応募した方は、おりませんでした。 

次に、推進委員の選任については、農業委員会等に関する法律、第１７条第２項において、

農業委員会が、推進委員を委嘱しようとするときは、担当する区域を定め、委嘱すると規定

されております。 



 

 

このため、委嘱する推進委員の選考は、地区単位に行うこととなりますが、先程申し上げ

ましたとおり、各担当区域の定数と推薦された数は同数でございます。 

また、同法第１９条第３項において、農業委員会は、推進委員の委嘱にあたっては、推薦

及び募集の結果を尊重しなければならない。との規定がありますので、別紙２のとおり、推

薦のあった方を、次期の推進委員として選任、決定することについて、ご審議いただきたた

く、お願いするものです。 

以上、説明とさせて頂きます。 

○議長 

ただいま、事務局より説明がありましたとおり、「東金子、豊岡（中）地区」、「金子地区」、

「宮寺・二本木地区」、「藤沢、豊岡（南）地区」、「西武、豊岡（北）地区」の農地利用最適

化・推進委員の選任を行います。 

以上の５地区とも、委員定数と候補者が同数であることから、各地区の候補者を農地利用

最適化・推進委員として選任することとしたいと思いますが、質疑等がありましたらお願い

いたします。 

（ありません。の声） 

○議長 

  特にございませんか。 

なければ質疑を終わり、採決いたします。賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○議長 

全員賛成でございます。このことから、各地区につきましては、 

東金子、豊岡（中）地区は、間野哲 氏を、 

金子地区は、豊泉隆 氏、的塲利夫 氏、三木康行 氏、の３名を、 

宮寺・二本木地区は、岩田浩 氏、 津木保男 氏、田中勲 氏、の３名を、 

藤沢、豊岡（南）地区は、齋藤勲 氏を、 

西武、豊岡（北）地区は、大室芳子 氏を、 

以上、５地区、計９名を入間市農業委員会の農地利用最適化・推進委員として選任するこ

とに決定いたしました。 

なお、農地利用最適化推進委員への委嘱については、７月２１日開催の第８回農業委員会



 

 

総会において委嘱式を行い、同日付で委嘱いたします。 

ここで、全推進委員の退席を解除いたします。 

（全推進委員 着席）  

○議長 

次に、報告事項に入ります。 

農地法第３条の３の規定による届出については ２件、同法第５条第１項第６号の規定に

よる農地転用届出については ３件、それぞれ入間市農業委員会事務局・事務専決規程、第３

条の規定により専決処分され、同規程第５条により報告第１号及び第２号のとおり報告があ

りました。 

これで付議された議案は、すべて終了いたしましたので、委員会を閉会いたします。 

 

閉会 午前１１時４２分 


